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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板の表面に形成され、（１１０）面である側面を有するフィンと、
　前記フィンの側面に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記フィンの側面および上面に、前記ゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、
　前記フィンの側面に、フィン高さ方向に沿って順に形成された複数のエピタキシャル層
と、
　前記半導体基板上に前記フィンを覆うように形成され、前記フィンと前記エピタキシャ
ル層とに応力を印加する層間絶縁膜とを備え、
　前記フィン高さ方向に隣接する前記エピタキシャル層間の隙間の間隔と、最下層の前記
エピタキシャル層と前記層間絶縁膜の底面との間の隙間の間隔は、前記隙間の位置が高く
なるほど狭くなるまたは広くなり、
　前記層間絶縁膜は、前記フィンに対し、前記フィン高さ方向の圧縮応力または引張応力
印加する、半導体装置。
【請求項２】
　半導体基板と、
　前記半導体基板の表面に形成されたフィンと、
　前記フィンの側面に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記フィンの側面および上面に、前記ゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、
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　前記フィンの側面に、フィン高さ方向に沿って順に形成された複数のエピタキシャル層
と、
　前記半導体基板上に前記フィンを覆うように形成され、前記フィンと前記エピタキシャ
ル層とに応力を印加する層間絶縁膜とを備え、
　前記フィン高さ方向に隣接する前記エピタキシャル層間の隙間の間隔と、最下層の前記
エピタキシャル層と前記層間絶縁膜の底面との間の隙間の間隔は、前記隙間が位置する高
さに応じて変化する、半導体装置。
【請求項３】
　前記フィン高さ方向に隣接する前記エピタキシャル層間の隙間の間隔と、最下層の前記
エピタキシャル層と前記層間絶縁膜の底面との間の隙間の間隔は、前記隙間の位置が高く
なるほど狭くなるまたは広くなる、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記フィンの側面は、（１１０）面である、請求項２または３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記層間絶縁膜は、前記フィンに対し、前記フィン高さ方向の圧縮応力または引張応力
印加する、請求項２から４のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　半導体基板と、
　前記半導体基板の表面に形成され、第１材料で形成された１層以上の第１の層と、前記
第１材料と異なる第２材料で形成された１層以上の第２の層とを交互に含むフィンと、
　前記フィンの側面に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記フィンの側面および上面に、前記ゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、
　個々の前記第２の層の側面に形成された複数のエピタキシャル層と、
　前記半導体基板上に前記フィンを覆うように形成され、前記フィンと前記エピタキシャ
ル層とに応力を印加する層間絶縁膜とを備え、
　フィン高さ方向に隣接する前記エピタキシャル層間の隙間の間隔と、最下層の前記エピ
タキシャル層と前記層間絶縁膜の底面との間の隙間の間隔は、前記隙間が位置する高さに
応じて変化する、半導体装置。
【請求項７】
　前記第１材料は、第１の半導体材料であり、前記第２材料は、前記第１の半導体材料と
異なる第２の半導体材料である、請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　さらに、個々の前記第１の層の側面に形成された複数のエピタキシャル層を備える、請
求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記フィン内において、前記第１の層の側面は、前記第２の層の側面に対し後退してい
る、請求項７に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記フィン内において、前記第１の層の側面が後退している領域に、絶縁膜が埋め込ま
れている、請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１材料は絶縁材料であり、前記第２材料は半導体材料である、請求項６に記載の
半導体装置。
【請求項１２】
　前記フィン内において、前記第１の層のフィン延伸方向に垂直な側面は、前記第２の層
のフィン延伸方向に垂直な側面に対し後退しており、
　前記フィン内において、前記第１の層の前記側面が後退している領域に、前記層間絶縁
膜が埋め込まれており、
　前記第１の層の前記側面の後退量は、前記第１の層が位置する高さに応じて変化する、
請求項６に記載の半導体装置。
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【請求項１３】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に、互いに離間して積層された複数本のワイヤ層と、
　個々の前記ワイヤ層の上面、下面、および側面に形成された複数のゲート絶縁膜と、
　前記複数本のワイヤ層の上面、下面、および側面に、前記複数のゲート絶縁膜を介して
形成されたゲート電極と、
　個々の前記ワイヤ層の側面に形成された複数のエピタキシャル層と、
　前記半導体基板上に前記複数本のワイヤ層を覆うように形成され、前記ワイヤ層と前記
エピタキシャル層とに応力を印加する層間絶縁膜とを備え、
　高さ方向に隣接する前記エピタキシャル層間の隙間の間隔と、最下層の前記エピタキシ
ャル層と前記層間絶縁膜の底面との間の隙間の間隔は、前記隙間が位置する高さに応じて
変化する、半導体装置。
【請求項１４】
　半導体基板と、
　前記半導体基板の表面に形成され、第１材料で形成された１層以上の第１の層と、前記
第１材料と異なる第２材料で形成された１層以上の第２の層とを交互に含むフィンと、
　前記フィンの側面に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記フィンの側面および上面に、前記ゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、
　個々の前記第２の層の側面に形成された複数のエピタキシャル層と、
　前記半導体基板上に前記フィンを覆うように形成され、前記フィンと前記エピタキシャ
ル層とに応力を印加する層間絶縁膜とを備え、
　前記フィン内において、前記第１の層のフィン延伸方向に垂直な側面は、前記第２の層
のフィン延伸方向に垂直な側面に対し後退しており、
　前記フィン内において、前記第１の層の前記側面が後退している領域に、前記層間絶縁
膜が埋め込まれており、
　前記第１の層の前記側面の後退量は、前記第１の層が位置する高さに応じて変化する、
半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　６５ｎｍ世代以降のロジックＬＳＩでは、ストレスライナーなどのストレス印加技術に
より、プレーナ型ＭＯＳＦＥＴのチャネル移動度を向上させているが、ＬＳＩの高集積化
に伴いチャネルにストレスを印加しにくくなる。例えばプレーナ型ＭＯＳＦＥＴのゲート
ピッチが小さくなると、狭いゲートスペース内にストレスライナーが閉塞して、チャネル
にストレスが印加しにくくなることが知られている。ストレスライナーを薄膜化すると閉
塞は回避されるが、膜自体の応力が減少するため、チャネルに十分なストレスをかけるこ
とができなくなる。
【０００３】
　一方、フィンＦＥＴは、プレーナ型ＭＯＳＦＥＴより短チャネル効果に強く、微細化に
有利なトランジスタとして注目されているが、フィン幅が微細化するとチャネル移動度が
劣化することが知られており、移動度向上技術の導入が必要である。プレーナ型ＭＯＳＦ
ＥＴに有効なストレス印加技術は、フィンＦＥＴに対しても有効であることが報告されて
いるが、プレーナ型ＭＯＳＦＥＴの場合と同様、ＬＳＩの高集積化に伴いフィンＦＥＴの
チャネルにストレスを印加することが難しくなる。このため、ＬＳＩを高集積化してもフ
ィンＦＥＴのチャネル移動度の向上が可能なストレス印加技術が求められている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００４】
【非特許文献１】A. Oishi et al. “High Performance CMOSFET Technology for 45nm G
eneration and Scalability of Stress-Induced Mobility Enhancement Technique”, IE
DM05 239-242
【非特許文献２】A. Hubert et al. “A stacked SONOS technology, up to 4 levels an
d 6nm crystalline nanowires, with gate-all-around or independent gates (Φ-Frash
), suitable for full 3D integration”, IEDM09 637-640
【非特許文献３】Jack T. Kavalieros “Novel Device Architectures and Material Inn
ovations”, VLSI Symposium 2008 Technology Short Cource, p.43
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　高集積化してもフィンＦＥＴのチャネル移動度向上が可能な半導体装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一の実施形態によれば、半導体装置は、半導体基板と、前記半導体基板の表面に形成さ
れたフィンとを備える。さらに、前記装置は、前記フィンの側面に形成されたゲート絶縁
膜と、前記フィンの側面および上面に、前記ゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極
とを備える。さらに、前記装置は、前記フィンの側面に、フィン高さ方向に沿って順に形
成された複数のエピタキシャル層と、前記半導体基板上に前記フィンを覆うように形成さ
れ、前記フィンと前記エピタキシャル層とに応力を印加する層間絶縁膜とを備える。さら
に、前記フィン高さ方向に隣接する前記エピタキシャル層間の隙間の間隔と、最下層の前
記エピタキシャル層と前記層間絶縁膜の底面との間の隙間の間隔は、前記隙間が位置する
高さに応じて変化する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。
【図２】ポリシラザンとシリコン酸化膜の構造式を示した図である。
【図３】フィンに印加される応力と移動度の変化率との関係を示したグラフである。
【図４】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(1/27)である。
【図５】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(2/27)である。
【図６】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(3/27)である。
【図７】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(4/27)である。
【図８】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(5/27)である。
【図９】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(6/27)である。
【図１０】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(7/27)である。
【図１１】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(8/27)である。
【図１２】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(9/27)である。
【図１３】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(10/27)である。
【図１４】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(11/27)である。
【図１５】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(12/27)である。
【図１６】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(13/27)である。
【図１７】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(14/27)である。
【図１８】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(15/27)である。
【図１９】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(16/27)である。
【図２０】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(17/27)である。
【図２１】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(18/27)である。
【図２２】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(19/27)である。
【図２３】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(20/27)である。
【図２４】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(21/27)である。
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【図２５】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(22/27)である。
【図２６】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(23/27)である。
【図２７】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(24/27)である。
【図２８】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(25/27)である。
【図２９】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(26/27)である。
【図３０】第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(27/27)である。
【図３１】第１実施形態の変形例の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。
【図３２】第１実施形態の変形例の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。
【図３３】第２実施形態の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。
【図３４】第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(1/4)である。
【図３５】第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(2/4)である。
【図３６】第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(3/4)である。
【図３７】第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(4/4)である。
【図３８】第２実施形態の半導体装置の製造方法の詳細を示す断面図である。
【図３９】第３実施形態の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。
【図４０】第３実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(1/4)である。
【図４１】第３実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(2/4)である。
【図４２】第３実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(3/4)である。
【図４３】第３実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(4/4)である。
【図４４】第３実施形態の変形例の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。
【図４５】第４実施形態の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。
【図４６】第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(1/9)である。
【図４７】第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(2/9)である。
【図４８】第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(3/9)である。
【図４９】第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(4/9)である。
【図５０】第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(5/9)である。
【図５１】第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(6/9)である。
【図５２】第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(7/9)である。
【図５３】第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(8/9)である。
【図５４】第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(9/9)である。
【図５５】第５実施形態の半導体装置の構造を示す断面図である。
【図５６】第５実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(1/3)である。
【図５７】第５実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(2/3)である。
【図５８】第５実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図(3/3)である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
【０００９】
　（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。図１(ａ)は、
半導体装置の平面構造を示す平面図に相当し、図１(ｂ)、図１(ｃ)はそれぞれ、図１(ａ)
に示すＩ－Ｉ’線、Ｊ－Ｊ’線に沿った断面図に相当する。
【００１０】
　図１の半導体装置は、フィンＦＥＴの構成要素として、半導体基板１０１と、フィン１
１１と、ハードマスク層１２１と、ゲート絶縁膜１３１と、ゲート電極１３２と、キャッ
プ層１３３と、側壁絶縁膜１３４と、エピタキシャル層１４１と、シリサイド層１４２と
、層間絶縁膜１５１を備えている。
【００１１】
　半導体基板１０１は、例えばシリコン基板である。図１には、半導体基板１０１の主面
に平行で、互いに垂直なＸ方向およびＹ方向と、半導体基板１０１の主面に垂直なＺ方向
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が示されている。図１にはさらに、半導体基板１０１の表面に、フィン１１１を部分的に
埋め込むように形成された素子分離絶縁膜１０２が示されている。素子分離絶縁膜１０２
は、例えばシリコン酸化膜である。
【００１２】
　フィン１１１は、半導体基板１０１の表面に形成されている。図１には、フィンＦＥＴ
を構成する２本のフィン１１１が示されている。これらのフィン１１１は、Ｙ方向に延び
ており、Ｘ方向に互いに隣接している。Ｚ方向は、これらのフィン１１１のフィン高さ方
向に相当する。なお、本実施形態のフィン１１１は、半導体基板１０１の表面部分をエッ
チングすることで形成される。
【００１３】
　図１に示す符号Ｓ1は、フィン１１１の側面を示す。側面Ｓ1は、（１１０）面に相当す
る。また、符号Ｈ1は、フィン１１１の高さを示し、符号Ｈ2は、フィン１１１の、素子分
離絶縁膜１０２から露出した部分の高さを示す。高さＨ2は、例えば５０ｎｍ以上である
。また、符号Ｗは、フィン１１１のＸ方向の幅を示す。
【００１４】
　図１にはさらに、フィン１１１内に形成されたパンチスルーストッパ拡散層１１２と、
フィン１１１およびエピタキシャル層１４１内に形成されたソース／ドレイン（Ｓ／Ｄ）
拡散層１１３が示されている。パンチスルーストッパ拡散層１１２は、図１(ｂ)と図１(
ｃ)に示すように、素子分離絶縁膜１０２間に挟まれたフィン１１１のボトム領域に形成
されている。また、Ｓ／Ｄ拡散層１１３は、図１(ｃ)に示すように、フィン１１１内にお
けるパンチスルーストッパ拡散層１１２の上方と、エピタキシャル層１４１内に形成され
ている。本実施形態のパンチスルーストッパ拡散層１１２、Ｓ／Ｄ拡散層１１３はそれぞ
れ、ｐ型拡散層、ｎ型拡散層である。
【００１５】
　ハードマスク層１２１は、フィン１１１の上面に形成されている。ハードマスク層１２
１は、例えばシリコン窒化膜である。
【００１６】
　ゲート絶縁膜１３１は、図１(ｂ)に示すように、フィン１１１の側面に形成されている
。また、ゲート電極１３２は、フィン１１１の側面および上面に、ゲート絶縁膜１３１と
ハードマスク層１２１を介して形成されている。ゲート絶縁膜１３１は、例えばシリコン
酸化膜である。また、ゲート電極１３２は、例えばポリシリコン層である。
【００１７】
　キャップ層１３３は、ゲート電極１３２の上面に形成されている。また、側壁絶縁膜１
３４は、図１(ａ)に示すように、ゲート電極１３２とキャップ層１３３のＹ方向の側面に
形成されている。キャップ層１３３は、例えばシリコン窒化膜である。また、側壁絶縁膜
１３４は、例えばシリコン窒化膜である。
【００１８】
　図１(ｂ)が、ゲート絶縁膜１３１とゲート電極１３２を横切るＩ－Ｉ’線でフィン１１
１を切断した断面を示すのに対し、図１(ｃ)は、フィン１１１内のＳ／Ｄ領域を横切るＪ
－Ｊ’線でフィン１１１を切断した断面を示す。
【００１９】
　エピタキシャル層１４１は、図１(ｃ)に示すように、三角形の断面形状を有しており、
フィン１１１の側面Ｓ1に形成されている。本実施形態では、フィン１１１の各側面Ｓ1に
、３個のエピタキシャル層１４１が、Ｚ方向に沿って順に形成されている。よって、本実
施形態によれば、フィン１１１の各側面Ｓ1に大きなエピタキシャル層１４１を１個だけ
形成する場合と比べると、隣接するフィン１１１同士のショートを回避しつつ、エピタキ
シャル層１４１の表面積を広く確保することができる。エピタキシャル層１４１は、例え
ばシリコン層である。
【００２０】
　図１(ｃ)に示す符号Ｓ2は、エピタキシャル層１４１のファセット面を示す。ファセッ
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ト面Ｓ2は、（１１１）面に相当する。また、符号Ｔは、エピタキシャル層１４１の厚さ
、すなわち、フィン１１１の側面Ｓ1からエピタキシャル層１４１の頂点までの距離を示
す。本実施形態における厚さＴは、１５～２５ｎｍ、例えば２０ｎｍである。
【００２１】
　なお、本実施形態では、フィン１１１の各側面Ｓ1に、３個のエピタキシャル層１４１
が形成されているが、各側面Ｓ1のエピタキシャル層１４１の個数は、２個でもよいし、
４個以上でもよい。
【００２２】
　また、フィン１１１の各側面Ｓ1のエピタキシャル層１４１の厚さＴは、本実施形態の
ようにほぼ均一にしてもよいし、あるいは不均一にしてもよい。
【００２３】
　シリサイド層１４２は、エピタキシャル層１４１内のファセット面Ｓ2付近に形成され
ている。本実施形態におけるシリサイド層１４２の厚さは、５～１５ｎｍ、例えば１０ｎ
ｍである。各エピタキシャル層１４１は、その全体がシリサイド化されていてもよいし、
その一部分のみがシリサイド化されていてもよい。また、各エピタキシャル層１４１は、
シリサイド化されていなくてもよい。
【００２４】
　層間絶縁膜１５１は、図１に示すように、半導体基板１０１上にフィン１１１を覆うよ
うに形成されている。層間絶縁膜１５１は、例えばシリコン酸化膜である。本実施形態の
層間絶縁膜１５１は、エピタキシャル層１４１に応力を印加する作用を有している。この
応力の詳細については、後述する。
【００２５】
　図１(ｃ)に示す符号Ｄ1は、最下層のエピタキシャル層１４１と層間絶縁膜１５１の底
面との間の隙間の間隔を示す。また、符号Ｄ2、Ｄ3は、Ｚ方向に隣接するエピタキシャル
層１４１間の隙間の間隔を示す。
【００２６】
　本実施形態では、これらの間隔Ｄ1～Ｄ3は、これらの隙間が位置する高さに応じて変化
するように設定されている。具体的には、間隔Ｄ1～Ｄ3は、隙間の位置が高くなるほど狭
くなるように設定されている。すなわち、Ｄ1≧Ｄ2≧Ｄ3（ただしＤ1＝Ｄ2＝Ｄ3は除く）
となっている。図１(ｃ)には、その一例として、Ｄ1＞Ｄ2＞Ｄ3となるように形成された
エピタキシャル層１４１が示されている。
【００２７】
　（１）層間絶縁膜１５１の詳細
　次に、図２、図３を参照し、層間絶縁膜１５１の詳細について説明する。
【００２８】
　図２は、ポリシラザン（ＰＳＺ）とシリコン酸化膜の構造式を示した図である。
【００２９】
　本実施形態では、層間絶縁膜１５１として、ポリシラザンから形成されたシリコン酸化
膜を使用する。図２(ａ)は、ポリシラザンの構造式を示し、図２(ｂ)は、シリコン酸化膜
の構造式を示す。
【００３０】
　ポリシラザンは、－（ＳｉＨ２ＮＨ）－を基本ユニットとする無機ポリマーであり、有
機溶媒に可溶である。ポリシラザンの正式名称は、ペルヒドロポリシラザン（ＰＨＰＳ）
である。ポリシラザンの有機溶媒溶液を塗布して大気中で焼成すると、ポリシラザンが水
や酸素と反応して、緻密な高純度シリカ（アモルファスＳｉＯ２）が得られる。焼成温度
は、例えば４００～６５０℃（例えば４５０℃程度）である。焼成して得られるシリコン
酸化膜は、ポリシラザンよりも膜密度が上昇すると共に、焼成時に膜収縮が起こることが
知られている。
【００３１】
　ポリシラザンから形成したシリコン酸化膜には、埋め込み性が良いという性質がある。
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よって、本実施形態では、層間絶縁膜１５１をポリシラザンから形成することで、フィン
１１１同士の間隔や、エピタキシャル層１４１同士の間隔が狭くても、これらの間の隙間
に層間絶縁膜１５１を埋め込むことができる。
【００３２】
　層間絶縁膜１５１を形成する際には、半導体基板１０１上にフィンＦＥＴを形成し、そ
の後、半導体基板１０１上にポリシラザンの有機溶媒溶液を塗布して焼成することで、シ
リコン酸化膜を形成する。この際、Ｄ1のように広いスペースに埋め込まれたシリコン酸
化膜は、Ｄ3のように狭いスペースに埋め込まれたシリコン酸化膜よりもスペース内の膜
のボリュームが大きいため、膜収縮による応力が大きい。
【００３３】
　本実施形態では、間隔Ｄ1～Ｄ3は、Ｄ1＞Ｄ2＞Ｄ3となるように設定されている。その
ため、各エピタキシャル層１４１の上部の層間絶縁膜１５１と下部の層間絶縁膜１５１が
有する膜収縮応力が異なる。よって、層間絶縁膜１５１が各エピタキシャル層１４１に印
加する応力には、上下方向にアンバランスが生じる。すなわち、各エピタキシャル層１４
１に上部から印加される応力と下部から印加される応力は、異なる大きさとなる。
【００３４】
　その結果、本実施形態では、各エピタキシャル層１４１に下向きの力が加わり、この力
がフィン１１１に加わる。よって、本実施形態では、フィン１１１に対しＺ方向の圧縮応
力が印加されることとなる。このような圧縮応力には、後述するように、フィン１１１の
側面チャネルの面方位が（１１０）である場合に側面チャネルの電子移動度を向上させる
効果がある。
【００３５】
　図３は、フィン１１１に印加される応力と電子移動度の変化率との関係を示したグラフ
である。
【００３６】
　図３では、フィン１１１の側面Ｓ1は（１１０）面であり、フィンＦＥＴはｎＦＥＴで
ある。直線Ａ、Ｂ、Ｃはそれぞれ、フィン１１１に対しＸ方向、Ｙ方向、Ｚ方向の応力を
印加した際の（１１０）側面チャネル内の電子移動度の変化率を示している。
【００３７】
　図３に示すように、フィン１１１に対しＺ方向の圧縮応力を印加すると、電子移動度が
向上することが分かる。そこで、本実施形態では、側面チャネル面が（１１０）面である
ｎＦＥＴに対し、Ｚ方向の圧縮応力を印加する。これにより、側面チャネル内での電子移
動度を向上させ、ＦＥＴの性能を向上させることができる。
【００３８】
　なお、図３によれば、Ｘ方向やＹ方向への引張応力の印加よりも、Ｚ方向への圧縮応力
の印加の方が、電子移動度の向上率が良好であることが分かる。
【００３９】
　なお、本実施形態では、フィンＦＥＴをｐＦＥＴとしてもよい。この場合には、間隔Ｄ

1～Ｄ3をＤ1＜Ｄ2＜Ｄ3となるように設定することで、フィン１１１にＺ方向の引張応力
を印加する。これにより、フィン１１１の側面チャネルの面方位が（１１０）である場合
に、側面チャネル内でのホール移動度を向上させることができる。
【００４０】
　また、本実施形態では、側面Ｓ1の面方位を（１１０）面以外に設定してもよい。この
場合には、フィン１１１の側面チャネルでの応力と移動度変化の関係が、図３の特性とは
逆になることもある。そのような場合には、ｎＦＥＴ、ｐＦＥＴに対し、それぞれＺ方向
の引張応力、圧縮応力を印加してもよい。
【００４１】
　また、本実施形態では、間隔Ｄ1～Ｄ3をＤ1＞Ｄ2＞Ｄ3としているが、Ｄ1＝Ｄ2＝Ｄ3で
なければ、間隔Ｄ1～Ｄ3をＤ1≧Ｄ2≧Ｄ3としてもよい。この例としては、Ｄ1＝Ｄ2＞Ｄ3

という設定や、Ｄ1＞Ｄ2＝Ｄ3という設定が考えられる。ただし、Ｄ1＞Ｄ2＞Ｄ3という設
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定には、Ｄ1≧Ｄ2≧Ｄ3という設定に比べて、すべてのエピタキシャル層１４１に応力を
印加できるという利点がある。
【００４２】
　また、本実施形態では、層間絶縁膜１５１を、ポリシラザン以外の材料から形成しても
よいし、また、シリコン酸化膜以外の絶縁膜としてもよい。また、層間絶縁膜１５１は、
２層以上の絶縁膜を含んでいてもよい。ただし、層間絶縁膜１５１は、埋め込み性が良好
で、膜収縮が起こる材料から形成することが望ましい。
【００４３】
　（２）第１実施形態の半導体装置の製造方法
　次に、図４～図３０を参照し、第１実施形態の半導体装置の製造方法を説明する。
【００４４】
　図４～図３０は、第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図である。図４(ａ)
、図５(ａ)、・・・図３０(ａ)は、Ｉ－Ｉ’線に沿った断面図に相当し、図４(ｂ)、図５
(ｂ)、・・・図３０(ｂ)は、Ｊ－Ｊ’線に沿った断面図に相当する。
【００４５】
　まず、半導体基板１０１上にハードマスク層１２１を堆積する。次に、リソグラフィと
ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）により、ハードマスク層１２１を、フィン１１１を形成
するためのマスクパターンに加工する（図４）。
【００４６】
　次に、図５に示すように、ハードマスク層１２１をマスクとするＲＩＥにより、半導体
基板１０１の表面部分をエッチングする。その結果、半導体基板１０１の表面に、フィン
１１１が形成される。なお、フィン１１１は、側面Ｓ1が（１１０）面となるように形成
される。
【００４７】
　次に、半導体基板１０１上の全面に、素子分離絶縁膜１０２の材料となる絶縁膜１０２
を堆積してフィン１１１間に埋め込み、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）によ
り、この絶縁膜１０２の表面を平坦化する（図６）。
【００４８】
　次に、図７に示すように、ウェットエッチングまたはＲＩＥにより、絶縁膜１０２の表
面を後退させる。その結果、ＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）絶縁膜である素子分離
絶縁膜１０２が形成される。
【００４９】
　次に、図８に示すように、フィン１１１内に、不純物イオンを、半導体基板１０１の主
面に対し垂直に低加速エネルギーで注入する。その結果、フィン１１１内における素子分
離絶縁膜１０２間に、パンチスルーストッパ拡散層１１２が形成される。使用するイオン
種は、例えばＢ（ボロン）またはＩｎ（インジウム）である。
【００５０】
　次に、図９に示すように、熱酸化により、フィン１１１の側面に、ゲート絶縁膜１３１
用の絶縁膜１３１を形成する。次に、図１０に示すように、半導体基板１０１上の全面に
、ゲート電極１３２用の電極材１３２と、キャップ層１３３を順に堆積する。
【００５１】
　次に、図１１に示すように、キャップ層１３３を加工してゲート電極１３２のハードマ
スクを形成した後、ＲＩＥにより、電極材１３２をエッチングして、ゲート電極１３２を
形成する。図１１(ｂ)にて、電極材１３２が除去されている点に留意されたい。次に、図
１２に示すように、ウェットエッチングにより、Ｓ／Ｄ領域のフィン側面の絶縁膜１３１
を除去する。図１２(ｂ)にて、絶縁膜１３１が除去されている点に留意されたい。このよ
うにして、フィン１１１の側面および上面に、ゲート絶縁膜１３１とハードマスク層１２
１を介して、ゲート電極１３２が形成される。
【００５２】
　次に、図１３に示すように、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）とＲＩＥにより、
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フィン１１１のＸ方向の側面と、ゲート電極１３２とキャップ層１３３のＸ方向およびＹ
方向の側面に、側壁絶縁膜１３４を形成する。前者の側壁絶縁膜１３４は図１３(ｂ)に示
されており、後者の側壁絶縁膜１３４は図１３(ａ)と図１(ａ)に示されている。図１３(
ａ)と図１３(ｂ)に示す側壁絶縁膜１３４は、図１４に示す斜めイオン照射後に、ウェッ
トエッチングにより除去される（図１５）。斜めイオン照射で使用するイオン種は、例え
ばＸｅ（キセノン）である。
【００５３】
　次に、半導体基板１０１上の全面に、エピタキシャル層１４１の形成処理に利用するた
めの絶縁膜１６１を堆積する（図１６）。その結果、フィン１１１が絶縁膜１６１で覆わ
れる。絶縁膜１６１は、例えばシリコン酸化膜である。
【００５４】
　次に、図１７に示すように、ウェットエッチングまたはＲＩＥにより、絶縁膜１６１の
上面の高さが低くなるよう、絶縁膜１６１の上面を後退させる。その結果、フィン１１１
の一部分が露出する。次に、図１８に示すように、ＳＥＧ（Selective Epitaxial Growth
）により、露出したフィン１１１の各側面Ｓ1に、１つのエピタキシャル層１４１を形成
する。なお、ゲート電極１３２がポリシリコン層の場合には、ＳＥＧにより、ゲート電極
１３２のＸ方向の側面にもエピタキシャル層１４１が形成される。この場合、隣接するゲ
ート電極１３２間のスペースを十分に確保しておくことで、ゲート電極１３２同士のショ
ートを防止できる。
【００５５】
　次に、図１９に示すように、ウェットエッチングまたは等方性ドライエッチングにより
、絶縁膜１６１の上面を幅Ｄ3だけ後退させる。次に、図２０に示すように、フィン１１
１とエピタキシャル層１４１の表面に保護膜１６２を形成する。保護膜１６２の材料とし
ては、絶縁膜１６１の上面を後退させる際に絶縁膜１６１よりもエッチングされくい材料
を使用する。保護膜１６２は例えば、シリコンの酸化により形成されたシリコン酸化膜、
またはシリコンの酸化および窒化により形成されたシリコン酸窒化膜である。
【００５６】
　次に、図１７の工程と同様の後退処理（第１後退処理）と、図１８の工程と同様のエピ
タキシャル成長処理を、再度実行する（図２１、図２２）。図２１の工程では、保護膜１
６２が残存しつつ、絶縁膜１６１の上面が後退することとなる。よって、図２２の工程で
は、保護膜１６２で覆われていないフィン１１１の側面Ｓ1のみにエピタキシャル層１４
１が成長する。その結果、フィン１１１の各側面Ｓ1に、２つ目のエピタキシャル層１４
１が形成される。
【００５７】
　次に、図１９の工程と同様の後退処理（第２後退処理）と、図２０の工程と同様の保護
処理を、再度実行する（図２３、図２４）。その結果、絶縁膜１６１の上面が幅Ｄ2だけ
後退し、フィン１１１とエピタキシャル層１４１の表面に、保護膜１６２と同様の保護膜
１６３が形成される。
【００５８】
　次に、第１後退処理とエピタキシャル成長処理を、さらにもう一度実行する（図２５、
図２６）。図２５の工程では、保護膜１６２、１６３が残存しつつ、絶縁膜１６１の膜厚
がＤ1となるまで絶縁膜１６１の上面が後退することとなる。よって、図２６の工程では
、保護膜１６２、１６３で覆われていないフィン１１１の側面Ｓ1のみにエピタキシャル
層１４１が成長する。その結果、フィン１１１の各側面Ｓ1に、３つ目のエピタキシャル
層１４１が形成される。次に、図２７に示すように、保護膜１６２、１６３を除去する。
【００５９】
　このように、本実施形態では、絶縁膜１６１の上面を後退させる第１後退処理と、エピ
タキシャル層１４１を形成するエピタキシャル成長処理を、交互に繰り返し実行する。ま
た、本実施形態では、これらの繰り返し処理の間に、絶縁膜１６１の上面を後退させる第
２後退処理と、保護膜１６２、１６３を形成する保護処理とを実行する。その結果、フィ
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ン１１１の各側面Ｓ1に、複数のエピタキシャル層１４１が、Ｚ方向に沿って順に形成さ
れる。
【００６０】
　次に、図２８に示すように、ウェットエッチングまたは等方性ドライエッチングにより
、残存する絶縁膜１６１を除去する。その結果、素子分離絶縁膜１０２の上面が露出され
る。
【００６１】
　次に、Ｓ／Ｄ領域のフィン１１１内およびエピタキシャル層１４１内に、不純物をイオ
ン注入してＳ／Ｄ拡散層１１３を形成した後、Ｓ／Ｄ拡散層１１３の表面にシリサイド層
１４２を形成する（図２９）。Ｓ／Ｄ拡散層１１３の形成のためのイオン注入に使用する
イオン種は、例えばＰ（リン）またはＡｓ（ヒ素）である。なお、図２９のシリサイド工
程では、各エピタキシャル層１４１内の全体をシリサイド化してもよいし、各エピタキシ
ャル層１４１内の一部分のみをシリサイド化してもよい。また、図２９のシリサイド工程
は、省略してもよい。
【００６２】
　次に、図３０に示すように、半導体基板１０１上の全面に、層間絶縁膜１５１を形成す
る。その結果、フィンＦＥＴが層間絶縁膜１５１で覆われる。本実施形態の層間絶縁膜１
５１は、半導体基板１０１上にポリシラザンの有機溶媒溶液を塗布して焼成することで形
成される。
【００６３】
　その後、本実施形態では、種々のコンタクトプラグ、ビアプラグ、配線層、層間絶縁膜
などを形成する処理を行う。こうして、図１の半導体装置が製造される。
【００６４】
　なお、本方法では、半導体基板１０１上に、ｎ型のフィンＦＥＴとｐ型のフィンＦＥＴ
の両方を形成してもよい。この場合、これらのフィンＦＥＴの形成方法としては、２つの
例が考えられる。
【００６５】
　第１の例では、半導体基板１０１上に形成されたｎ型のフィンＦＥＴとｐ型のフィンＦ
ＥＴにおいて、エピタキシャル層１４１間の隙間の間隔Ｄ1～Ｄ3が、ｎ型ではＤ1＞Ｄ2＞
Ｄ3となり、ｐ型ではＤ1＜Ｄ2＜Ｄ3となるように、エピタキシャル層１４１を形成する。
次に、これらのフィンＦＥＴ上に層間絶縁膜１５１を形成する。こうして、図１の半導体
装置が製造される。
【００６６】
　第２の例では、半導体基板１０１上に、ｎ型のフィンＦＥＴとｐ型のフィンＦＥＴを同
時に形成する。これらのフィンＦＥＴを同時に形成するため、間隔Ｄ1～Ｄ3の値は、両者
のフィンＦＥＴで同一である。次に、これらのフィンＦＥＴを、別々の層間絶縁膜１５１
で覆う。その結果、一方のフィンＦＥＴ上に、圧縮応力を印加する層間絶縁膜１５１を形
成し、他方のフィンＦＥＴ上に、引張応力を印加する層間絶縁膜１５１を形成することが
可能となる。こうして、図１の半導体装置が製造される。
【００６７】
　なお、本実施形態では、これらの例以外の方法で、ｎ型のフィンＦＥＴとｐ型のフィン
ＦＥＴを形成してもよい。
【００６８】
　（３）第１実施形態の効果
　最後に、第１実施形態の効果について説明する。
【００６９】
　以上のように、本実施形態では、エピタキシャル層１４１を、Ｚ方向の位置に応じて間
隔Ｄ1～Ｄ3が変化するように形成する。また、本実施形態では、フィンＦＥＴを、エピタ
キシャル層１４１に応力を印加する層間絶縁膜１５１で覆う。
【００７０】
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　よって、本実施形態によれば、エピタキシャル層１４１に応力を印加可能な層間絶縁膜
１５１によって、フィン１１１に圧縮応力または引張応力を印加して、フィン１１１内の
チャネル領域のキャリア移動度を向上させることが可能となる。
【００７１】
　よって、本実施形態によれば、埋め込み性の良い層間絶縁膜１５１を採用することで、
間隔Ｄ1～Ｄ3が狭い場合にも層間絶縁膜１５１を埋め込むことが可能となり、半導体装置
が高集積化しても、フィンＦＥＴ内のチャネル領域のキャリア移動度を向上させることが
可能となる。
【００７２】
　なお、本実施形態では、図１の構造の代わりに、図３１や図３２の構造を採用してもよ
い。図３１、図３２は、第１実施形態の変形例の半導体装置の構造を示す平面図と断面図
である。図３１では、間隔Ｄ1～Ｄ3が、Ｄ1＜Ｄ2＜Ｄ3に設定されている。また、図３２
では、側面Ｓ1の面方位を（１１０）面以外に設定した結果、エピタキシャル層１４１が
長方形の断面形状を有している。
【００７３】
　（第２実施形態）
　図３３は、第２実施形態の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。
【００７４】
　本実施形態では、各フィン１１１は、半導体基板１０１の突出部分と、この突出部分上
に交互に積層された１層以上のＳｉＧｅ（シリコンゲルマニウム）層２０１と１層以上の
Ｓｉ（シリコン）層２０２とを含んでいる。ＳｉＧｅ層２０１は、第１材料（第１の半導
体材料）で形成された第１の層の例である。さらに、Ｓｉ層２０２は、第１材料と異なる
第２材料（第２の半導体材料）で形成された第２の層の例である。
【００７５】
　符号Ｓ3、Ｓ4はそれぞれ、ＳｉＧｅ層２０１、Ｓｉ層２０２の側面を示す。これらの側
面Ｓ3、Ｓ4は、（１１０）面に相当する。
【００７６】
　このような積層型のフィン構造によれば、フィン１１１内のチャネル領域に対し、Ｙ方
向、すなわちＳ／Ｄ方向に平行なストレスを印加することができる。例えば、Ｓｉ層２０
２の膜厚がＳｉＧｅ層２０１の膜厚より十分大きい、Ｓｉチャネルのｎ型フィンＦＥＴで
は、（１１０）側面のＳｉチャネルにＹ方向の引張応力が印加されて、チャネル内の電子
移動度をさらに向上させることができる。
【００７７】
　本実施形態では、フィン１１１の各側面が、上記突出部分の側面と、ＳｉＧｅ層２０１
の３つの側面Ｓ3と、Ｓｉ層２０２の３つの側面Ｓ4により構成されている。そして、側面
Ｓ4のそれぞれに、１つのエピタキシャル層１４１が形成されている。よって、本実施形
態では、第１実施形態と同様に、フィン１１１の各側面に、３個のエピタキシャル層１４
１が、Ｚ方向に沿って順に形成されている。よって、本実施形態によれば、隣接するフィ
ン１１１同士のショートを回避しつつ、エピタキシャル層１４１の表面積を広く確保する
ことができる。
【００７８】
　符号Ｓ5は、エピタキシャル層１４１のファセット面を示す。ファセット面Ｓ5は、（１
１１）面に相当する。本実施形態では、シリサイド層１４２が、エピタキシャル層１４１
内のファセット面Ｓ5付近およびＳｉＧｅ層２０１の表面に形成されている。
【００７９】
　なお、本実施形態では、ＳｉＧｅ層２０１の膜厚は、Ｓｉ層２０２の膜厚よりも薄く設
定されている。ＳｉＧｅ層２０１の膜厚は、上述した間隔Ｄ1～Ｄ3に相当する。よって、
本実施形態では、ＳｉＧｅ層２０１の膜厚は、ＳｉＧｅ層２０１の位置が高くなるほど薄
くなるように設定されている。
【００８０】
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　また、本実施形態では、各フィン１１１が、３層のＳｉＧｅ層２０１と、３層のＳｉ層
２０２を含んでいるが、２層または４層以上のＳｉＧｅ層２０１と、２層または４層以上
のＳｉ層２０２を含んでいてもよい。
【００８１】
　（１）第２実施形態の半導体装置の製造方法
　次に、図３４～図３７を参照し、第２実施形態の半導体装置の製造方法を説明する。
【００８２】
　図３４～図３７は、第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【００８３】
　まず、図３４に示すように、半導体基板１０１上に、１層以上のＳｉＧｅ層２０１と、
１層以上のＳｉ層２０２とを交互に積層する。
【００８４】
　次に、図４から図８の工程により、半導体基板１０１の表面にフィン１１１を形成し、
フィン１１１間に素子分離絶縁膜１０２を形成し、素子分離絶縁膜１０２間のフィン１１
１のボトム領域にパンチスルーストッパ拡散層１１２を形成する。その結果、図３５に示
す構造が得られる。
【００８５】
　次に、図９から図１２の工程により、フィン１１１の側面および上面に、ゲート絶縁膜
１３１とハードマスク層１２１を介して、ゲート電極１３２を形成する。その結果、図３
６に示す構造が得られる。
【００８６】
　次に、図１３から図１５の工程を行った後、ＳＥＧにより、フィン１１１の側面に、エ
ピタキシャル層１４１を形成する（図３７）。
【００８７】
　ＳｉとＳｉＧｅの格子定数の差を利用して、Ｓｉ層２０２の表面にエピタキシャルＳｉ
層が成長する速度と、ＳｉＧｅ層２０１の表面にエピタキシャルＳｉ層が成長する速度と
を異なるようにすることができる。具体的には、Ｓｉ層２０２の表面での成長速度を、Ｓ
ｉＧｅ層２０１の表面での成長速度よりも速くすることができる。例えば、ＳｉＧｅ層２
０１中のＧｅ濃度を増加させるほど、これらの成長速度の差を大きくすることができる。
【００８８】
　よって、図３７の工程では、エピタキシャル層１４１が、Ｓｉ層２０２の側面Ｓ4に選
択的に形成される。その結果、フィン１１１の各側面に、３個のエピタキシャル層１４１
が、Ｚ方向に沿って順に形成される。
【００８９】
　次に、図２９および図３０の工程により、Ｓ／Ｄ拡散層１１３とシリサイド層１４２を
形成した後、半導体基板１０１上の全面に層間絶縁膜１５１を形成する。その後、本実施
形態では、種々のコンタクトプラグ、ビアプラグ、配線層、層間絶縁膜などを形成する処
理を行う。こうして、図３３の半導体装置が製造される。
【００９０】
　なお、図３７の工程では、ＳｉＧｅ層２０１の表面でも、エピタキシャルＳｉ層がわず
かに成長する。よって、図３８に示すように、ＳｉＧｅ層２０１の各側面Ｓ3にも、小さ
なエピタキシャル層１４１が形成される。図３８は、第２実施形態の半導体装置の製造方
法の詳細を示す断面図である。これらのエピタキシャル層１４１のサイズは、ＳｉＧｅ層
２０１の膜厚Ｄ1～Ｄ3を反映したものとなっていることに留意されたい。その後のシリサ
イド処理により、シリサイド層１４２は、この小さなエピタキシャル層１４１内にも形成
される。
【００９１】
　（２）第２実施形態の効果
　最後に、第２実施形態の効果について説明する。
【００９２】
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　以上のように、本実施形態では、個々のＳｉ層２０２の側面Ｓ4に、エピタキシャル層
１４１を、Ｚ方向の位置に応じて間隔Ｄ1～Ｄ3が変化するように形成する。また、本実施
形態では、フィンＦＥＴを、エピタキシャル層１４１に応力を印加する層間絶縁膜１５１
で覆う。
【００９３】
　よって、本実施形態によれば、第１実施形態と同様に、埋め込み性の良い層間絶縁膜１
５１を採用することで、間隔Ｄ1～Ｄ3が狭い場合にも層間絶縁膜１５１を埋め込むことが
可能となる。よって、本実施形態によれば、半導体装置が高集積化しても、フィンＦＥＴ
のキャリア移動度を向上させることが可能となる。
【００９４】
　また、本実施形態では、積層型のフィン構造を採用することで、チャネル領域内のキャ
リア移動度を向上させることが可能となる。これは、チャネルに高移動度材料であるＳｉ
Ｇｅを一部使うことと、Ｓｉ／ＳｉＧｅ積層構造によりＳｉチャネル、ＳｉＧｅチャネル
にストレスが印加されることによるものである。また、本実施形態では、積層型のフィン
構造を採用することで、フィン１１１の各側面に、複数のエピタキシャル層１４１を、１
回のエピタキシャル成長処理で形成することが可能となる。
【００９５】
　なお、第１実施形態には逆に、ＳｉＧｅ層２０１とＳｉ層２０２を交互に積層する処理
が不要になるという利点がある。
【００９６】
　（第３実施形態）
　図３９は、第３実施形態の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。
【００９７】
　本実施形態の各フィン１１１は、第２実施形態と同様に、半導体基板１０１の突出部分
と、この突出部分上に交互に積層された１層以上のＳｉＧｅ層２０１と１層以上のＳｉ層
２０２とを含んでいる。
【００９８】
　しかしながら、本実施形態では、各フィン１１１内において、ＳｉＧｅ層２０１の側面
Ｓ3が、Ｓｉ層２０２の側面Ｓ4に対し後退している。そして、各フィン１１１内では、Ｓ
ｉＧｅ層２０１層が後退している領域に、絶縁膜３０１が埋め込まれている。絶縁膜３０
１は、例えばシリコン窒化膜である。
【００９９】
　符号Ｗ1は、Ｓｉ層２０２のＸ方向の幅を示し、符号Ｗ2は、ＳｉＧｅ層２０１のＸ方向
の幅を示す。本実施形態では、幅Ｗ2は、幅Ｗ1よりも狭くなっている（Ｗ2＜Ｗ1）。
【０１００】
　本実施形態では、絶縁膜３０１とＳｉチャネルおよびＳｉＧｅチャネルとが接している
が、絶縁膜３０１が有する膜応力を利用してチャネル領域に直接ストレスを印加すること
も可能であり、トランジスタをさらに高性能にすることができる。
【０１０１】
　なお、本実施形態では、ゲート絶縁膜１３１が、側面Ｓ3、Ｓ4のうち、側面Ｓ4のみに
形成されている。これは、ゲート絶縁膜１３１を熱酸化により形成する際に、側面Ｓ3が
絶縁膜３０１により保護されており、側面Ｓ3が酸化されないことに起因する。ＳｉＧｅ
はＳｉに比べて酸化されやすいため、絶縁膜３０１による側面Ｓ3の保護は有用である。
なお、側面Ｓ3は絶縁膜３０１で保護されているため、側面Ｓ3にエピタキシャル層１４１
は形成されない。
【０１０２】
　（１）第３実施形態の半導体装置の製造方法
　次に、図４０～図４３を参照し、第３実施形態の半導体装置の製造方法を説明する。
【０１０３】
　図４０～図４３は、第３実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
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【０１０４】
　まず、図３５に示す構造を得た後、ウェットエッチングにより、ＳｉＧｅ層２０１を選
択的にエッチングする（図４０）。その結果、ＳｉＧｅ層２０１の側面Ｓ3が、Ｓｉ層２
０２の側面Ｓ4に対し後退する。
【０１０５】
　次に、図４１に示すように、ＣＶＤにより、半導体基板１０１上の全面に絶縁膜３０１
を堆積する。その結果、素子分離絶縁膜１０２、フィン１１１、ハードマスク層１２１の
表面が、絶縁膜３０１で覆われる。
【０１０６】
　次に、図４２に示すように、ＲＩＥにより、フィン１１１およびハードマスク層１２１
の側面以外に形成された絶縁膜３０１を除去する。
【０１０７】
　次に、図４３に示すように、ウェットエッチングにより、ＳｉＧｅ層２０１の後退領域
以外に形成された絶縁膜３０１を除去する。こうして、上記後退部分に絶縁膜３０１が埋
め込まれた構造が実現される。
【０１０８】
　その後、図３６以降の工程を、第２実施形態と同様に行う。さらに、本実施形態では、
種々のコンタクトプラグ、ビアプラグ、配線層、層間絶縁膜などを形成する処理を行う。
こうして、図３９の半導体装置が製造される。
【０１０９】
　なお、図４０の工程では、各フィン１１１内のＳｉＧｅ層２０１を完全に除去してもよ
い。この場合には、最終的に図４４に示す構造が実現される。図４４は、第３実施形態の
変形例の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。図４４の各フィン１１１は、半
導体基板１０１の突出部分と、この突出部分上に交互に積層された１層以上の絶縁膜３０
１と１層以上のＳｉ層２０２とを含んでいる。絶縁膜３０１は、第１材料（絶縁材料）で
形成された第１の層の例である。また、Ｓｉ層２０２は、第１材料と異なる第２材料（半
導体材料）で形成された第２の層の例である。このように、本変形例によれば、各フィン
１１１内のＳｉ層２０２を、ナノワイヤに加工することができる。
【０１１０】
　なお、本変形例では、フィン１１１を形成する際に、各フィン１１１の先端にパッド部
３０２を形成する。さらには、パッド部３０２のＸ方向およびＹ方向の幅を、フィン１１
１のＸ方向の幅Ｗ1よりも広く設定する。これにより、本変形例では、図４０の工程を、
フィン１１１内のＳｉＧｅ層２０１が完全に除去され、パッド部３０２内のＳｉＧｅ層２
０１が一部残存するように実行することが可能となる。図４４に示す符号３０３は、Ｓｉ
Ｇｅ層２０１が残存している領域を示す。本変形例では、このようなＳｉＧｅ残存領域３
０３を有するパッド部３０２を形成することにより、ＳｉＧｅ層２０１の除去後に、Ｓｉ
層２０２をパッド部３０２により支持することが可能となる。
【０１１１】
　なお、本変形例では、各フィン１１１の片側の先端にパッド部３０２を設けているが、
各フィン１１１の両側の先端にパッド部３０２を設けてもよい。
【０１１２】
　また、本変形例では、半導体基板１０１とＳｉ層２０２が絶縁膜３０１により絶縁され
ているため、パンチスルーストッパ膜１１２は設けなくてもよい。
【０１１３】
　また、本変形例では、絶縁膜３０１を層間絶縁膜１５１で置き換えてもよい。この構造
を得るには、まずフィン１１１にエピタキシャル層１４１を形成したのち、絶縁膜３０１
を完全に除去してから、層間絶縁膜１５１の形成の際に絶縁膜３０１の除去された領域に
層間絶縁膜１５１を埋め込めばよい。
【０１１４】
　（２）第３実施形態の効果
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　最後に、第３実施形態の効果について説明する。
【０１１５】
　以上のように、本実施形態では、個々のＳｉ層２０２の側面Ｓ4に、エピタキシャル層
１４１を、Ｚ方向の位置に応じて間隔Ｄ1～Ｄ3が変化するように形成する。また、本実施
形態では、フィンＦＥＴを、エピタキシャル層１４１に応力を印加する層間絶縁膜１５１
で覆う。
【０１１６】
　よって、本実施形態によれば、第１実施形態と同様に、埋め込み性の良い層間絶縁膜１
５１を採用することで、間隔Ｄ1～Ｄ3が狭い場合にも層間絶縁膜１５１を埋め込むことが
可能となる。よって、本実施形態によれば、半導体装置が高集積化しても、フィンＦＥＴ
のキャリア移動度を向上させることが可能となる。
【０１１７】
　また、本実施形態では、ＳｉＧｅ層２０１の側面Ｓ3を、Ｓｉ層２０２の側面Ｓ4に対し
後退させて、その後退した領域に絶縁膜３０１が埋め込まれている。絶縁膜３０１はＳｉ
チャネルおよびＳｉＧｅチャネルと接しており、絶縁膜３０１の有する膜応力を利用して
チャネルにストレスを印加することで、トランジスタをさらに高性能化することも可能で
ある。また、絶縁膜３０１を層間絶縁膜１５１に置き換えることで、積層したフィン間に
埋め込まれた層間絶縁膜１５１のボリュームが増加して、層間絶縁膜１５１から積層した
フィンの上下方向に印加される応力が増加する。このため、層間絶縁膜１５１からの膜応
力をより効果的にチャネルに印加してチャネル移動度を向上させることが可能となる。
【０１１８】
　一方、ＳｉＧｅ層２０１が完全に除去されてチャネルがＳｉ層２０２のみとなった場合
は、Ｓｉチャネルがナノワイヤ構造になるが、ナノワイヤＦＥＴではチャネル中のキャリ
ア電気伝導が一次元伝導になるため、トランジスタのバリスティック伝導性が増して性能
が向上するという利点もある。
【０１１９】
　（第４実施形態）
　図４５は、第４実施形態の半導体装置の構造を示す平面図と断面図である。
【０１２０】
　本実施形態では、半導体基板１０１の各フィン１１１上に、複数本のナノワイヤ４０１
が、互いに離間して積層されている。各ナノワイヤ４０１は、Ｙ方向に延びるワイヤ状の
形状を有している。ナノワイヤ４０１は、本開示のワイヤ層の例である。本実施形態のナ
ノワイヤ４０１は例えば、シリコン層などの半導体層である。
【０１２１】
　本実施形態の半導体装置はさらに、個々のナノワイヤ４０１の上面、下面、および側面
に形成された複数のゲート絶縁膜１３１と、これらのナノワイヤ４０１の上面、下面、お
よび側面にゲート絶縁膜１３１を介して形成されたゲート電極１３２とを備えている。
【０１２２】
　このように、本実施形態のナノワイヤＦＥＴは、各ナノワイヤ４０１の周りをゲート絶
縁膜１３１とゲート電極１３２が取り囲むゲートアラウンド構造を有している。よって、
本実施形態によれば、第３実施形態やその変形例よりもさらに短チャネル効果の抑制効果
が良好なナノワイヤＦＥＴを提供することができる。
【０１２３】
　本実施形態の半導体装置はさらに、個々のナノワイヤ４０１の側面に形成された複数の
エピタキシャル層１４１と、半導体基板１０１上にこれらのナノワイヤ４０１を覆うよう
に形成された層間絶縁膜１５１とを備えている。隙間Ｄ1～Ｄ3は、Ｄ1≧Ｄ2≧Ｄ3に設定
されているが、Ｄ1≦Ｄ2≦Ｄ3となるように設定してもよい。
【０１２４】
　（１）第４実施形態の半導体装置の製造方法
　次に、図４６～図５４を参照し、第４実施形態の半導体装置の製造方法を説明する。
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【０１２５】
　図４６～図５４は、第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【０１２６】
　まず、図４６に示すように、半導体基板１０１上に、１層以上のＳｉＧｅ層２０１と、
１層以上のＳｉ層２０２とを交互に積層する。この際、図４５の構造の半導体装置を製造
する場合には、これらのＳｉＧｅ層２０１の膜厚をＤ1、Ｄ2、Ｄ3に設定する。
【０１２７】
　次に、図４から図８の工程により、半導体基板１０１の表面にフィン１１１を形成し、
フィン１１１間に素子分離絶縁膜１０２を形成し、素子分離絶縁膜１０２間のフィン１１
１のボトム領域にパンチスルーストッパ拡散層１１２を形成する。その結果、図４７に示
す構造が得られる。
【０１２８】
　次に、ハードマスク層１２１を除去した後、選択的エッチングによりＳｉＧｅ層２０１
を除去する。その結果、Ｓｉ層２０２からなるナノワイヤ４０１が形成される（図４８）
。なお、この選択的エッチングでは、ＳｉＧｅ残存領域３０３のＳｉＧｅ層２０１につい
ては残存させる。
【０１２９】
　次に、図９および図１０の工程により、半導体基板１０１とナノワイヤ４０１の表面に
、ゲート絶縁膜１３１用の絶縁膜１３１を形成し、その後、半導体基板１０１上の全面に
、ゲート電極１３２用の電極材１３２と、キャップ層１３３を順に堆積する。その結果、
図４９に示す構造が得られる。
【０１３０】
　次に、図１１および図１２の工程により、電極材１３２、絶縁膜１３１をそれぞれ、ゲ
ート電極１３２、ゲート絶縁膜１３１に加工する。その結果、図５０に示す構造が得られ
る。図５０(ｂ)にて、電極材１３２と絶縁膜１３１が除去されている点に留意されたい。
【０１３１】
　次に、Ｓ／Ｄ領域のナノワイヤ４０１の周囲および、ゲート電極１３２とキャップ層１
３３のＸ方向およびＹ方向の側面に、側壁絶縁膜１３４を形成する。その結果、図５１に
示す構造が得られる。前者の側壁絶縁膜１３４は図５１(ｂ)に示されており、後者の側壁
絶縁膜１３４は図５１(ａ)と図４５(ａ)に示されている。
【０１３２】
　次に、図５２に示すように、ナノワイヤ４０１に対して斜め方向からイオンを照射する
。その結果、イオン照射でダメージを受けた側壁絶縁膜１３４をエッチングにより選択的
に除去することができる（図５３）。図５３に示すように、最上層のナノワイヤ４０１は
、上部とＸ方向の側面の側壁絶縁膜１３４が除去され、残り２つのナノワイヤ４０１は、
Ｘ方向の側面の側壁絶縁膜１３４が除去される。なお、斜めイオン照射で使用するイオン
種は例えば、Ｘｅ（キセノン）である。
【０１３３】
　次に、図５４に示すように、ＳＥＧにより、最上層のナノワイヤ４０１の上面および側
面と、残り２つのナノワイヤ４０１の側面に、エピタキシャル層１４１を形成する。上記
斜めイオン照射により、ゲート電極１３２のＸ方向の側面の側壁絶縁膜１３４も除去され
る。ゲート電極１３２が例えばポリシリコンである場合には、ゲート電極１３２のＸ方向
の側面にもエピタキシャル層１４１が形成されるが、隣接するゲート電極１３２間のスペ
ースを十分に確保することで、ゲート電極１３２同士のショートを防ぐことができる。
【０１３４】
　次に、図２９および図３０の工程により、Ｓ／Ｄ拡散層１１３とシリサイド層１４２を
形成した後、半導体基板１０１上の全面に層間絶縁膜１５１を形成する。その後、本実施
形態では、種々のコンタクトプラグ、ビアプラグ、配線層、層間絶縁膜などを形成する処
理を行う。こうして、図４５の半導体装置が製造される。
【０１３５】
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　（２）第４実施形態の効果
　最後に、第４実施形態の効果について説明する。
【０１３６】
　以上のように、本実施形態では、各ナノワイヤ４０１の周りをゲート絶縁膜１３１とゲ
ート電極１３２が取り囲むゲートアラウンド構造のナノワイヤＦＥＴを形成する。よって
、本実施形態によれば、第３実施形態やその変形例よりもさらに短チャネル効果の抑制効
果が良好なナノワイヤＦＥＴを提供することが可能となる。
【０１３７】
　また、本実施形態では、図４５（ｃ）に示すように、積層されたナノワイヤ４０１間の
隙間に層間絶縁膜１５１が埋め込まれるため、層間絶縁膜１５１からナノワイヤ４０１に
上下方向に印加される応力が、ナノワイヤ４０１間の隙間に層間絶縁膜１５１がない場合
と比べて増加する。その結果、層間絶縁膜１５１からの膜応力をより効果的にチャネルに
印加して、チャネル移動度を向上させることが可能となる。
【０１３８】
　（第５実施形態）
　図５５は、第５実施形態の半導体装置の構造を示す断面図である。図５５(ａ)、図５５
(ｂ)はそれぞれ、上述のＩ－Ｉ’線、Ｊ－Ｊ’線に沿った断面図に相当する。また、図５
５(ｃ)は、フィン１１１をＸ方向に垂直な断面で切断した断面図に相当する。
【０１３９】
　本実施形態の半導体装置は、おおむね第２実施形態の半導体装置と同一の構造を有して
いる。ただし、本実施形態では、各フィン１１１内において、ＳｉＧｅ層２０１のフィン
延伸方向（Ｙ方向）に垂直な側面が、Ｓｉ層２０２のフィン延伸方向に垂直な断面に対し
後退している（図５５(ｃ)参照）。そして、各フィン１１１内では、ＳｉＧｅ層２０１層
が後退している領域に、層間絶縁膜１５１が埋め込まれている。
【０１４０】
　図５５(ｃ)に示す符号Ｌ1～Ｌ3は、ＳｉＧｅ層２０１のＹ方向の長さを示す。本実施形
態では、ＳｉＧｅ層２０１の上記側面の後退量は、ＳｉＧｅ層２０１が位置する高さに応
じて変化するように設定されている。具体的には、後退量は、ＳｉＧｅ層２０１の位置が
高くなるほど大きくなるように設定されている。その結果、長さＬ1～Ｌ3は、Ｌ1≧Ｌ2≧
Ｌ3（ただしＬ1＝Ｌ2＝Ｌ3は除く）となっている。図５５(ｃ)には、その一例として、Ｌ

1＞Ｌ2＞Ｌ3となるように形成されたＳｉＧｅ層２０１が示されている。
【０１４１】
　前述したように、ポリシラザンから形成したシリコン酸化膜を層間絶縁膜１５１に使用
する場合、Ｄ1=Ｄ2=Ｄ3ならば、上記のＳｉＧｅ後退量が大きい領域ほど、層間絶縁膜１
５１の膜収縮応力が大きくなり、フィン１１１に対しＺ方向の圧縮応力を印加する効果が
ある。よって、本実施形態によれば、Ｓｉ層２０２間の間隔をＤ1≧Ｄ2≧Ｄ3とし、かつ
、上述のＳｉＧｅ後退量をＬ1≦Ｌ2≦Ｌ3とすることで、ｎ型のフィンＦＥＴの（１１０
）側面チャネル領域の電子移動度をさらに向上させることができる。この場合、最上層の
ＳｉＧｅ層２０１の後退量は、０としてもよい（すなわち、Ｌ3＝フィン長さ）。
【０１４２】
　同様に、ポリシラザンから形成したシリコン酸化膜を層間絶縁膜１５１に使用する場合
で、フィンＦＥＴがｐＦＥＴである場合には、Ｓｉ層２０２間の間隔をＤ1≦Ｄ2≦Ｄ3と
し、かつ、上述のＳｉＧｅ後退量をＬ1≧Ｌ2≧Ｌ3とすることで、ｐ型のフィンＦＥＴの
（１１０）側面チャネル領域のホール移動度をさらに向上させることができる。この場合
、最下層のＳｉＧｅ層２０１の後退量は、０としてもよい（すなわち、Ｌ1＝フィン長さ
）。
【０１４３】
　また、本実施形態では、Ｓｉ層２０２間の間隔がすべて同じ（Ｄ1＝Ｄ2＝Ｄ3）であっ
てもよく、その場合にはＬ1≦Ｌ2≦Ｌ3またはＬ1≧Ｌ2≧Ｌ3とすることで、フィン１１１
に対しＺ方向の応力を印加することができる。
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【０１４４】
　（１）第５実施形態の半導体装置の製造方法
　次に、図５６～図５８を参照し、第５実施形態の半導体装置の製造方法を説明する。
【０１４５】
　図５６～図５８は、第５実施形態の半導体装置の製造方法を示す断面図である。図５６
(ａ)～図５８(ｃ)は、フィン１１１をＸ方向に垂直な断面で切断した断面図に相当する。
【０１４６】
　まず、図３４～図３７の工程と、Ｓ／Ｄ拡散層１１３の形成工程により、半導体基板１
０１上に、第２実施形態と同様の構造を形成する（図５６(ａ)）。次に、図５６(ｂ)に示
すように、半導体基板１０１上の全面に、ＳｉＧｅ層２０１の側面の後退処理に利用する
ための絶縁膜５０１を堆積する。その結果、フィン１１１が絶縁膜５０１で覆われる。絶
縁膜５０１は、例えばＴＥＯＳ膜またはＰＳＺ膜である。
【０１４７】
　次に、図５６(ｃ)に示すように、ウェットエッチングまたは等方性ドライエッチングに
より、絶縁膜５０１の上面の高さが低くなるよう、絶縁膜５０１の上面を後退させる。そ
の結果、１つ目のＳｉＧｅ層２０１が露出する。次に、図５７(ａ)に示すように、選択的
エッチングにより、このＳｉＧｅ層２０１の側面を後退させる。
【０１４８】
　次に、図５７(ｂ)に示すように、ウェットエッチングまたは等方性ドライエッチングに
より、絶縁膜５０１の上面の高さが低くなるよう、絶縁膜５０１の上面を後退させる。そ
の結果、１つ目のＳｉＧｅ層２０１に加えて、２つ目のＳｉＧｅ層２０１が露出する。次
に、図５７(ｃ)に示すように、選択的エッチングにより、これらＳｉＧｅ層２０１の側面
を後退させる。
【０１４９】
　次に、図５８(ａ)に示すように、ウェットエッチングまたは等方性ドライエッチングに
より、絶縁膜５０１を除去する。その結果、１つ目と２つ目のＳｉＧｅ層２０１に加えて
、３つ目のＳｉＧｅ層２０１が露出する。次に、図５８(ｂ)に示すように、選択的エッチ
ングにより、これらＳｉＧｅ層２０１の側面を後退させる。その結果、長さＬ1～Ｌ3を有
するＳｉＧｅ層２０１が形成される。
【０１５０】
　このように、本実施形態では、絶縁膜５０１の上面を後退させる処理と、１つ以上のＳ
ｉＧｅ層２０１の側面を後退させる処理を、交互に繰り返し実行する。その結果、ＳｉＧ
ｅ層２０１が位置する高さに応じて側面の後退量が変化する複数のＳｉＧｅ層２０１が形
成される。
【０１５１】
　次に、図５８(ｃ)に示すように、Ｓ／Ｄ拡散層１１３の表面にシリサイド層１４２を形
成した後、半導体基板１０１上の全面に層間絶縁膜１５１を形成する。その後、本実施形
態では、種々のコンタクトプラグ、ビアプラグ、配線層、層間絶縁膜などを形成する処理
を行う。こうして、図５５の半導体装置が製造される。
【０１５２】
　なお、本実施形態では、Ｌ1≦Ｌ2≦Ｌ3となるようＳｉＧｅ層２０１を加工してもよい
。このような加工は例えば、ＳｉＧｅ層２０１中のＧｅ濃度を、最上層のＧｅ濃度＜中位
層のＧｅ濃度＜最下層のＧｅ濃度と設定しておくことで実現可能である。
【０１５３】
　また、図５６(ａ)の構造の形成後にすぐに、３つのＳｉＧｅ層２０１の後退処理を同時
に行うことでも、Ｌ1～Ｌ3の大小関係をＬ1≦Ｌ2≦Ｌ3またはＬ1≧Ｌ2≧Ｌ3にすることが
可能である。これは、ＳｉＧｅ層２０１の後退処理でのＳｉＧｅのエッチング速度が、Ｓ
ｉＧｅ層２０１中のＧｅ濃度やＳｉＧｅ膜厚に依存することを利用するものである。具体
的には、Ｇｅ濃度がすべてのＳｉＧｅ層２０１で均一な場合、ＳｉＧｅ膜厚が薄いほどＳ
ｉＧｅのエッチング速度が遅くなり、Ｄ1≧Ｄ2≧Ｄ3の場合にはＬ1≦Ｌ2≦Ｌ3となる。ま
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Ｇｅ濃度である場合、Ｄ1≧Ｄ2≧Ｄ3の場合にはやはりＬ1≦Ｌ2≦Ｌ3となる。同様にして
Ｌ1≧Ｌ2≧Ｌ3とすることもでき、このようなプロセスを用いることでＬ1～Ｌ3の大小関
係を形成する工程を大幅に短縮することが可能となる。
【０１５４】
　（２）第５実施形態の効果
　最後に、第５実施形態の効果について説明する。
【０１５５】
　以上のように、本実施形態では、ＳｉＧｅ層２０１の上記側面の後退量を、ＳｉＧｅ層
２０１が位置する高さに応じて変化するように調整することで、間隔Ｄ1～Ｄ3を調整する
場合と同様に、フィンＦＥＴ内のチャネル領域のキャリア移動度を向上させることが可能
となる。
【０１５６】
　本実施形態では、積層したＳｉ層２０２の隙間にも層間絶縁膜１５１を埋め込むことで
、層間絶縁膜１５１からＳｉ層２０２に上下方向に印加される応力が、Ｓｉ層２０２の隙
間に層間絶縁膜１５１が埋め込まれていない場合と比べて増加する。このため、層間絶縁
膜１５１からの膜応力をより効果的にチャネルに印加してチャネル移動度を向上させるこ
とが可能となる。
【０１５７】
　以上、第１から第５実施形態について説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することを意図したものではない。これらの実施形態
は、その他の様々な形態で実施することができる。また、これらの実施形態に対し、発明
の要旨を逸脱しない範囲内で、種々の省略、置換、変更を行うことにより、様々な変形例
を得ることもできる。これらの形態や変形例は、発明の範囲や要旨に含まれており、特許
請求の範囲及びこれに均等な範囲には、これらの形態や変形例が含まれる。
【符号の説明】
【０１５８】
　１０１：半導体基板、１０２：素子分離絶縁膜、１１１：フィン、
　１１２：パンチスルーストッパ拡散層、１１３：ソース／ドレイン拡散層、
　１２１：ハードマスク層、１３１：ゲート絶縁膜、１３２：ゲート電極、
　１３３：キャップ層、１３４：側壁絶縁膜、
　１４１：エピタキシャル層、１４２：シリサイド層、
　１５１：層間絶縁膜、１６１：絶縁膜、１６２：保護膜、１６３：保護膜、
　２０１：ＳｉＧｅ層、２０２：Ｓｉ層、
　３０１：絶縁膜、３０２：パッド部、３０３：ＳｉＧｅ残存領域、
　４０１：ナノワイヤ、５０１：絶縁膜
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